
都市計画法第３６条第３項に基づく工事完了公告 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第２９条の規定による許可に係る次の開発行為に関す

る工事は、完了した。 

  令和６年（２０２４年）３月２５日 

                             宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  宝塚市山手台東四丁目５番１から５番１２まで、６番３から６番１０まで、 

７番１から７番７まで、７番１３８、７番１２４５から 

７番１２７５まで、８番１から８番７まで、９番１、９番２、 

１０番１から１０番９まで、１１番１、１１番２、１２番１から 

１２番６まで、１３番１から１３番１６まで、１４番１から 

１４番８まで、１５番１から１５番１５まで 

 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

    大阪市北区芝田一丁目１番４号 阪急ターミナルビル内 

  阪急阪神不動産株式会社 代表取締役 諸冨 隆一 

 

３ 許可年月日及び許可番号 

  令和６年（２０２４年）３月１３日 

  宝塚市指令宝開審 第１－６－４２号（６０） 

 

 

 

 

 


